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　１月30日に厚生労働省のホームページに健康
増進法の改正案の一部が紹介されておりました
が、３月９日、全体概要が８枚のＰＤＦで示されま
した（19～ 26ページ参照）。
　１枚目はすでに３月号で紹介した内容です。「望
まない」「場所ごとに」という中途半端な点はあり
ますが、未成年者や患者など受動喫煙に弱い人た
ちが生活できるように一層の対策が必要であるこ
とが述べられています。
　２枚目と３枚目で、対策の類型は２種類で非常
にシンプルになったことが分かります。
第一種施設（図中Ａ）：学校、病院、児童福祉施設、
行政機関は敷地内全面禁煙（ただし、受動喫煙防止
対策をとられた「特定屋外喫煙所」は容認）。
　第二種施設（図中Ｂ）：事務所や飲食店等：原則
禁煙（ただし、喫煙専用室は容認、客席100平方
メートル以下の飲食店は容認。その場合、出入口に
「喫煙可＝受動喫煙あり」の掲示を義務付け）。
　３枚目は加熱式タバコの取扱いです。屋内は使
用禁止ですが、煙の流出防止措置がとられた喫煙
専用室や飲食店で加熱式タバコ専用室を設けた場
合は容認、となっています。
　４枚目では、国や自治体だけでなく、すべての団
体が「望まない受動喫煙が生じない」ように対策を
進めるべきことが述べられています。市医師会も
係わるすべての組織に働きかけていきましょう。
　５枚目では、当面除外される既存の小規模飲食
店の基準が解説されており、その割合は事業所数
で約5.5割と推測されています。注目すべきは＜範
囲＞の後半、「飲食店のうち、新たに出店した店舗
は、２年間で全体の約２割、５年間で約３割強」と
記載されていることです。行政の知人に聞いたと
ころ「管轄内に約9,000店舗の飲食店が営業してお
り、毎年新たに約1,000店舗が開店する」というこ
とでした。飲食店は入れ替わりが激しい業界です。

新規店は規模にかかわりなく喫煙専用室の設置か
全面禁煙が求められます。小規模店ほど喫煙専用
室を設けるスペースがないため、法律施行後は全
面禁煙で開業する店舗が増えると思われます。
　６枚目は、罰則規定です。違反者には、「指導」→
「勧告・命令」→「罰則（過料）」を適用することが述
べられています。法律案本文には、「30万円以下の
過料に処する」と記載されています。罰則があるか
らこそ、法律は守られるのです。健康増進法の大き
な前進です。
　７枚目は、飲食店等の第二種施設では、「20歳未
満の者（従業員を含む）を喫煙可能場所に立ち入ら
せてはならない、また、成人を対象とした求人募集
でも「どのような受動喫煙対策を講じているかに
ついて明示する義務を課す」されています。飲食店
のアルバイトとして未成年の高校生や大学生を多
く雇用している店舗は自動的に店舗内を禁煙にせ
ざるを得ません。受動喫煙の曝露を受けたくない
人たちもモクモクの飲食店ときれいな空気の飲食
店があれば、後者を選択するでしょう。人手不足倒
産を避けるために全面禁煙の店舗が増えることに
なります。厚生労働省、なかなかうまいやり方を考
えました。
　８枚目には３段階に分けて施行することが書か
れています。今年の６月頃に改正案が成立すれば、
その６カ月以内、今年度中に国と地方公共団体は
全面禁煙を実施することになります。

　第一種施設である学校や病院は2019年のラグ
ビーワールドカップまでに、第二種施設は2020年
４月１日に施行して東京五輪大会に間に合わせ
る、という予定です。本シリーズで掲げてきた「諸
外国の様な屋内一律全面禁煙」ではありませんが、
「五輪大会までに屋内全面禁煙」は一歩前進しそう
です。頑張れ、厚生労働省！
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オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その43）
　健 康増進法改正案の詳報
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